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7 2022（令和4年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月11日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月11日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請
� 7月15日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 8月1日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 8月1日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合）　� 8月1日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月11日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月11日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月15日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 8月1日

　国税庁では、消費税の虚偽の書類を作成し、
架空の課税仕入れを計上する等による不正還
付への対応に特化した「消費税専門官」を昨年
から主要税務署に配置しています。今年7月
からは、東京・大阪・名古屋国税局などの内
部にも新設するほか、配置する税務署数の拡
大や増員により体制強化を図っています。

ワンポイント 消費税専門官の増設

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

18日・海の日
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7 月号─2

テレワークにおける
メンタルヘルス対策

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
を
契
機
と
し
、
企
業
に
お
け
る

テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
が
進
み
ま
し
た
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
は
、
労
使
双
方
に
と

っ
て
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、

「
長
時
間
労
働
に
な
り
や
す
い
」、「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
づ
ら
い
」

等
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
つ
な

が
る
恐
れ
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
テ

レ
ワ
ー
ク
に
対
応
し
た
適
切
な
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
推
進
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
厚
生
労
働
省
が
令
和
４

年
３
月
に
公
開
し
た
「
テ
レ
ワ
ー
ク

に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の

た
め
の
手
引
き
」
を
基
に
、
テ
レ
ワ

ー
ク
を
行
う
際
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
の
留
意
点
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一
　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
へ
の
影
響

　

一
般
に
、
ス
ト
レ
ス
要
因
は
「
職

場
の
ス
ト
レ
ス
要
因
」、「
職
場
以
外

の
要
因
」、「
個
人
的
な
要
因
」
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
ス
ト
レ
ス
要
因
を
把
握

し
な
が
ら
予
防
策
を
講
じ
る
こ
と
や
、

早
期
発
見
し
適
切
な
対
応
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因

に
対
す
る
対
策
例
は
、「
二　

ス
ト

レ
ス
要
因
に
対
応
し
た
取
組
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

㈠
　
職
場
の
ス
ト
レ
ス
要
因

①　

対
人
関
係

・　

上
司
や
同
僚
等
と
の
何
気
な
い

会
話
や
相
談
が
し
づ
ら
く
な
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
に
よ

る
孤
独
感
・
孤
立
感
を
感
じ
る
。

・　

管
理
職
が
、
部
下
の
状
況
の
把

握
や
管
理
に
悩
む
。
過
度
に
管
理

し
よ
う
と
す
る
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
等
に
つ
な
が
る
恐
れ
も
あ
る
。

②　

物
理
的
要
因

・　

自
宅
等
の
作
業
環
境
が
整
っ
て

い
な
い
た
め
仕
事
に
集
中
で
き
な

い
、
作
業
効
率
が
低
下
す
る
。

・　

自
宅
等
で
働
く
場
合
の
光
熱
費

等
、
経
済
的
な
負
担
の
た
め
ス
ト

レ
ス
を
感
じ
る
。

③　

仕
事
の
量
的
負
担

・　

お
互
い
の
働
き
方
が
見
え
づ
ら

く
な
り
、
役
割
分
担
や
業
務
内
容

の
不
明
確
さ
や
偏
り
が
生
じ
る
。

・　

労
務
管
理
等
が
難
し
く
な
り
、

結
果
と
し
て
長
時
間
労
働
に
気
付

き
に
く
い
等
の
問
題
が
生
じ
る
。

④　

適
正
度

　
　

I
C
T
に
苦
手
意
識
の
あ
る
労

働
者
が
、
テ
レ
ワ
ー
ク
自
体
に
ス

ト
レ
ス
を
感
じ
る
。

⑤　

心
理
社
会
的
要
因

・　

業
務
時
間
外
の
メ
ー
ル
や
電
話

等
へ
の
対
応
を
要
求
、
就
業
時
間

中
に
上
司
か
ら
過
度
な
監
視
を
受

け
た
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
。

・　

テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
で
き
る
労

働
者
と
そ
う
で
な
い
労
働
者
の
処

遇
や
評
価
に
つ
い
て
、
不
公
平
感

や
不
安
を
感
じ
る
。

㈡
　
職
場
以
外
の
要
因

①　

家
庭
環
境

・　

自
宅
等
で
の
テ
レ
ワ
ー
ク
に
対

し
て
家
庭
で
の
理
解
・
協
力
が
得

ら
れ
ず
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
。

・　

一
人
暮
ら
し
の
場
合
の
傾
向
と

し
て
、
疎
外
感
や
孤
独
感
等
を
感

じ
や
す
い
。

②　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

　
　

通
勤
が
な
く
、
い
つ
ま
で
も
業

務
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
た
め
、

仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
区
別
が

あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。

㈢
　
個
人
的
な
要
因
（
生
活
習
慣
・

体
調
管
理
）

・　

通
勤
や
外
出
等
が
な
く
な
る
こ

と
で
運
動
不
足
と
な
っ
た
り
、
働

き
方
が
変
わ
る
こ
と
で
生
活
リ
ズ

ム
が
不
規
則
と
な
り
、
食
事
や
睡

眠
が
十
分
に
取
れ
な
く
な
る
。

・　

気
分
転
換
し
に
く
く
な
る
こ
と

等
が
原
因
で
、
身
体
的
な
体
調
不

良
を
き
た
す
。

二
　
ス
ト
レ
ス
要
因
に
対
応
し
た
取
組

　

テ
レ
ワ
ー
ク
下
に
お
け
る
職
場
の

ス
ト
レ
ス
要
因
に
対
応
し
た
取
組
例

を
掲
げ
ま
す
。

㈠
　
職
場
の
ス
ト
レ
ス
要
因
に
対
す

る
取
組

①　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
性
化

・　

チ
ャ
ッ
ト
や
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

シ
ス
テ
ム
等
の
積
極
的
な
活
用

・　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る



3─7月号

機
会
の
定
例
化
（
上
司
・
部
下
の

定
例
会
議
等
）

・　

業
務
以
外
の
場
で
の
交
流
の
機

会
の
設
置　

等

②　

作
業
環
境
の
整
備

　
　

自
宅
等
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う

場
合
、
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
や

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
衛
生
基
準

と
同
等
の
作
業
環
境
と
な
る
よ

う
、
労
働
者
に
教
育
・
助
言
を
行

う
こ
と
等
を
通
じ
て
、
作
業
環
境

を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
　

労
働
者
の
中
に
は
、
自
宅
等
の

環
境
や
家
庭
の
状
況
に
よ
り
、
自

宅
等
で
の
作
業
が
困
難
な
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
の
利
用
等
、
自
宅
以
外
で

の
作
業
場
所
を
用
意
す
る
こ
と
も

有
用
で
す
。

　
　

作
業
環
境
を
整
え
る
た
め
に
必

要
な
費
用
を
企
業
が
一
部
も
し
く

は
全
部
負
担
す
る
等
、
労
働
者
の

経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て

い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

③　

適
切
な
労
務
管
理

　
　

テ
レ
ワ
ー
ク
の
場
合
に
お
け
る

労
働
時
間
の
管
理
を
明
確
化
し
て

お
き
、
労
働
者
が
安
心
し
て
テ
レ

ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
と
と
も
に
、
労
務
管
理

や
業
務
管
理
を
的
確
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望

ま
れ
ま
す
。

　
　

テ
レ
ワ
ー
ク
の
場
合
、
普
段
よ

り
も
お
互
い
の
働
き
方
が
見
え
に

く
い
た
め
、
ツ
ー
ル
を
有
効
に
活

用
す
る
こ
と
で
、
労
働
時
間
の
見

え
る
化
等
の
取
組
を
進
め
た
り
、

上
司
に
よ
る
労
働
時
間
管
理
や
業

務
管
理
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
企

業
が
あ
り
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
業
務
上
必
要
性
の
な

い
１
対
１
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

を
求
め
る
、
常
時
カ
メ
ラ
を
つ
け

る
こ
と
を
強
制
す
る
等
は
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
等
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
す
。

④　

ツ
ー
ル
の
活
用
支
援

　
　

労
働
者
の
中
に
は
、
I
C
T
が

う
ま
く
活
用
で
き
ず
、
テ
レ
ワ
ー

ク
自
体
が
ス
ト
レ
ス
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入

の
際
、
業
務
内
容
の
見
直
し
や
テ

レ
ワ
ー
ク
を
利
用
で
き
る
労
働
者

の
範
囲
を
き
ち
ん
と
整
理
す
る
こ

と
で
、
こ
の
問
題
に
対
処
で
き
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　

ツ
ー
ル
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

研
修
を
行
う
な
ど
し
て
、
円
滑
な

テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

⑤　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

　
　

テ
レ
ワ
ー
ク
下
に
お
い
て
も
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
た
め
の

取
組
が
必
要
で
あ
り
、
労
働
者
を

対
象
と
し
た
周
知
啓
発
や
相
談
窓

口
の
設
置
・
周
知
等
の
取
組
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　
　

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
時
に
全
労
働

者
を
対
象
と
し
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク

時
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

の
研
修
を
行
っ
た
事
例
が
あ
り
ま

す
。

⑥　

処
遇
や
評
価
に
対
す
る
不
公
平

感
へ
の
対
応

　
　

テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
で
き
る
労

働
者
と
そ
う
で
な
い
労
働
者
の
処

遇
や
評
価
に
つ
い
て
、
不
公
平
感

が
生
じ
な
い
よ
う
、
予
め
、
上
司

が
部
下
に
求
め
る
内
容
や
水
準
等

を
具
体
的
に
示
す
、
評
価
対
象
期

間
中
に
は
そ
の
達
成
状
況
に
つ
い

て
共
通
の
認
識
を
持
つ
た
め
の
機

会
を
柔
軟
に
設
け
る
等
の
取
組
が

望
ま
れ
ま
す
。

㈡
　
職
場
以
外
の
要
因
に
対
す
る
取
　

組
①　

家
庭
・
家
族
の
理
解
・
協
力
の

呼
び
か
け

　
　

自
宅
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
す

る
場
合
、
家
庭
で
の
理
解
・
協
力

も
重
要
と
な
り
ま
す
。

　
　

企
業
の
中
に
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク

に
お
け
る
働
き
方
の
特
徴
や
注
意

点
を
労
働
者
本
人
だ
け
で
な
く
家

族
に
も
伝
え
、
理
解
・
協
力
を
呼

び
掛
け
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

②　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
確
保

　
　

テ
レ
ワ
ー
ク
で
は
仕
事
や
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
の
区
別
が
つ
き
づ
ら
い

と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
す
。
こ

う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
定
時
に

チ
ー
ム
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

を
設
け
る
な
ど
し
て
、
仕
事
の
区

切
り
を
つ
け
や
す
く
す
る
等
の
工

夫
を
し
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

㈢
　
個
人
的
な
要
因
に
対
す
る
取
組

　

自
宅
等
で
の
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
り

働
き
方
が
変
わ
る
こ
と
で
、
運
動
不

足
等
に
よ
り
、生
活
リ
ズ
ム
や
運
動
・

食
事
等
の
生
活
習
慣
が
乱
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
各
種

情
報
発
信
や
研
修
を
通
じ
て
、
セ
ル

フ
ケ
ア
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
啓

発
し
て
い
る
事
例
や
、
特
定
の
時
間

に
労
働
者
参
加
型
で
運
動
を
行
う
時

間
を
設
け
る
等
の
取
組
を
行
っ
て
い

る
事
例
も
あ
り
ま
す
。



7 月号─4

　令和4年度の雇用保険料率は、2段階に
分けて変更となります。賃金の計算（雇用
保険料の控除）、労働保険料申告の際は注
意が必要です。
１　保険料率
　一般の事業の保険料率は、次のとおりです。
①　令和4年4月1日〜9月30日
・被保険者負担	 1,000分の3
・事業主負担	 1,000分の6.5
・合計	 1,000分の9.5
※事業主負担のみ保険料率変更

②　令和4年10月〜令和5年3月31日
・被保険者負担	 1,000分の5
・事業主負担	 1,000分の8.5
・合計	 1,000分の13.5
※労使双方の保険料率変更
注　農林水産業・清酒製造の事業、建設
の事業は上記と異なる率となります。

２　労働保険料の申告・納付
　令和4年6月1日から7月11日の間に行
う労働保険料申告・納付の際は、各月の賃
金額に前記①又は②の率を乗じたものを合
算して令和4年度の概算保険料を申告・納
付します。
　なお、当年度の賃金総額の見込額が、前
年度の賃金総額と比較して、2分の1以上
2倍以下の額となる場合は、前年度の賃金
総額を用いて概算保険料を算出することが
できます（労働保険料徴収法）。
　令和4年度の場合は、前年の賃金総額の
2分の1の額に前記①及び②を乗じ、それ
らを合算したものが、概算保険料（雇用保
険料）となります。
　賃金総額を2分の1としたときの端数処
理や保険料の計算方法の詳細は、厚生労働
省発行のパンフ「労働保険年度更新　申告
書の書き方」をご参照ください。
　また厚生労働省のホームページに「年度更
新申告書計算支援ツール」（Excel）も公開さ
れていますので、併せてご活用ください。

雇用保険料率の変更と 
労働保険料申告

　加給年金額は、厚生年金保険の被保険者
期間が20年以上ある方に、65歳到達時点
（または65歳未満の者に支給する老齢厚生
年金の定額部分支給開始年齢に到達した時
点）で生計を維持している一定の配偶者ま
たは子がいるとき、本人の老齢厚生年金に
加算するものです（障害厚生年金に対する
配偶者の加算もあります）。
　令和4年3月までは、生計を維持してい
る配偶者が老齢や退職、障害を支給事由と
する給付を受け取る権利を有していても、
全額支給停止されている場合（在職により
支給停止となっている場合等）には、加給
年金額が支給されていました。4月以降は
配偶者が老齢や退職、障害を支給事由とす
る給付を受け取る権利を有している場合、
それらの給付が全額支給停止され、受け取
っていなくても加給年金額は停止されるこ
ととなりました（経過的に4月以降も支給
継続する措置が設けられています）。

加給年金額の 
支給停止規定見直し

　

令
和
４
年
４
月
か
ら
、
不
妊
治
療

が
医
療
保
険
の
適
用
対
象
と
さ
れ
ま

し
た
。

　

国
の
審
議
会
（
中
央
社
会
保
険
医

療
協
議
会
）
で
審
議
さ
れ
た
結
果
、

関
係
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
で

有
効
性
・
安
全
性
が
確
認
さ
れ
た
治

療（
人
工
授
精
等
の
一
般
不
妊
治
療
、

体
外
受
精
・
顕
微
授
精
等
の
生
殖
補

助
医
療
）
に
つ
い
て
は
、
保
険
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

窓
口
で
の
負
担
額
が
保
険
診
療
の

治
療
費
の
３
割
と
な
り
、
ま
た
、
治

療
費
が
高
額
な
場
合
の
月
額
上
限

（
高
額
療
養
費
制
度
）も
あ
り
ま
す
。

　

年
齢
制
限
（
治
療
開
始
時
の
女
性

の
年
齢
が
43
歳
未
満
）、
回
数
制
限

（
40
歳
未
満
は
１
子
ご
と
に
通
算
６

回
等
）、
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

不
妊
治
療
へ
の
保
険
適
用


